
※ご利用の流れについて、もっと詳しく知りたい、施設見学をしたいなど、お気軽にご相談下さい。
※『障害福祉サービス受給者証』をすでにお持ちの方は、②からの流れになります。
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利用申請（市町村）

調査認定

一次判定

市町村審査会

(二次判定)

医師意見書

障害支援区分

(区分１～区分６)

サービス利用意向聴取

サービス等利用計画案の作成

暫定支給決定

支給決定

支給決定時の

サービス等利用計画の作成

介護給付

◆施設入所支援へ入所する

◆生活介護を利用する

◆ショートステイ（短期入所）を利用する

◆ホームヘルプ（居宅介護）を利用する

訓練等給付

◆就労支援継続Ｂ型を利用する

◆グループホームへ入所する

◆施設入所支援へ入所したい

◆生活介護を利用したい

◆療養介護を利用したい

◆ショートステイを利用したい

◆就労支援継続Ｂ型を利用したい

◆グループホームへ入所したい

◆自立訓練（機能訓練・生活訓練）

を利用したい

①

②

障害福祉

サービス

受給者証

③

④

⑤

施設と契約⑥


